
　

令和５年９月2０日　

令和５年１０⽉より適格請求書等保存⽅式（インボイス制度）が開始されることに伴い、琵琶湖⼤橋有料路道路のご利⽤時に発⾏する領収書等のレイアウト
について変更いたしますのでご案内申し上げます。

適格請求書等保存⽅式（インボイス制度）開始に伴う琵琶湖⼤橋有料路道路の利⽤について





ETCクレジットカードでお支払いされる場合の適格簡易請求書の交付はETC利用照会サービスにおいて電子での発行となります　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（料金所で交付される利用証明書は後日で利用料金が確定するためインボイス制度には対応しておりませんのでご注意ください。）

・クレジットカ－ド会社がカ－ドの利用者に交付する請求明細書等は、課税資産の譲渡等を行った事業者が作成・交付
　した書類ではなく、仕入税額控除に係る請求書等に該当しない。
　※国税庁　質疑応答事例「カ－ド会社からの請求明細書を参照ください。　https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm


お手数ですがNEXCO西日本のアドレス｛https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r4/1227/｝の（3）ETCクレジットカード

（2）発行方法の詳細について「ETC利用照会サービスHP（Q＆A5-13）をご覧ください。　　

琵琶湖大橋有料道路管理事務所にお電話（077-585-1129）または滋賀県道路公社ホームページよりメールにてお問合わせください。
滋賀県道路公社経営企画課　　にお電話（077-524-0141）

https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r4/1227/

